
川西町教育施設等の使用に関する条例に係る見直し内容（農村環境改善センターを除くセンターは上限額の改定　→　料金は今後決定）

半日 １日 夜間 半日 １日 夜間

大塚小・犬川
小・中郡小・
吉島小

１，２１０円 ２，４２０円 １，８１０円 １，６００円 ３，２００円 ２，４００円

小松小・川西
中

２，４２０円 ４，８４０円 ３，６３０円 ３，２００円 ６，４００円 ４，８００円

武道館 川西中 ２，４２０円 ４，８４０円 ３，６３０円 ３，２００円 ６，４００円 ４，８００円

校舎
各小・中学校
１室

１７０円 ３５０円 ２６０円 ３００円 ５００円 ４００円

プール 各小学校 ６００円 １，２１０円 ― ８００円 １，６００円 ―

幼稚園 遊戯室 ２９０円 ５９０円 ４４０円 ２９０円 ５９０円 ４４０円

保育所 遊戯室 ２９０円 ５９０円 ４４０円 ２９０円 ５９０円 ４４０円

会議室 １，２１０円 ２，４２０円 １，８１０円 １，６００円 ３，２００円 ２，４００円

各室 ４８０円 ９６０円 ７２０円 ７００円 １，３００円 １，０００円

大集会室 ３，０２０円 ６，０５０円 ４，８４０円 ４，０００円 ７，９００円 ６，３００円

大研修室 １，２１０円 ２，４２０円 １，８１０円 １，６００円 ３，２００円 ２，４００円

多目的ホール １，２１０円 ２，４２０円 １，８１０円 １，６００円 ３，２００円 ２，４００円

調理室 ４８０円 ９６０円 ７２０円 ７００円 １，３００円 １，０００円

各室 ４８０円 ９６０円 ７２０円 ７００円 １，３００円 １，０００円

各室 ４８０円 ９６０円 ７２０円 ８００円 １，６００円 １，２００円

⑴　国・県・町が
　　主催し若しく
　　は共催して行
　　う事業〈会議
　　を含む。）の
　　ため使用する
　　とき免除
⑵　公共的団体又
　　は保健福祉関
　　係団体及び社
　　会教育関係団
　　体が使用する
　　とき免除
⑶　その他町長が
　　特に減免を認
　　めたと１００
　　分５０

旧 新

生きがい交流館

⑴　国・県・町が
　　主催し若しく
　　は共催して行
　　う事業（会議
　　を含む。）の
　　ため使用する
　　とき免除
⑵　公共的団体又
　　は農業団体及
　　び社会教育団
　　体が使用する
　　とき免除
⑶　その他町長が
　　特に減免を認
　　めたとき
　　１００分５０

克雪管理センター

区分
使用料

減免基準

屋内運動場
（クラブハウ
ス含む。）

使用料

小・中学校

⑴　町が主催する
　　行事及び事業
　　に使用すると
　　き免除
⑵　指導者が引率
　　し、町内の児
　　童生徒が団体
　　で使用すると
　　き免除
⑶　社会教育法
　　（昭和２４年
　　法律第２０７
　　号。以「法」
　　という。）第
　　１０条に規定
　　する社会教育
　　関係団体が使
　　用するとき
　　１００分の
　　７０
⑷　その他町長が
　　特に減免を認
　　めたとき
　　１００分の
　　５０

⑴　町が主催する
　　行事及び事業
　　（会議を含
　　む。）に使用
　　するとき免除

⑴　町が主催する
　　行事及び事業
　　に使用すると
　　き免除
⑵　法第１０条に
　　規定する社会
　　教育関係団体
　　が使用すると
　　き免除
⑶　その他町長が
　　特に減免を認
　　めたとき
　　１００分の
　　５０

川西農業センター
川西町多目的研修センター
中郡農業研修センター
川西町農村環境改善センター
川西町東沢活性化センター



備考
1　使用時間は、午前９時から午後１０時ま
でとする。
2　使用時間が４時間未満の場合は半日、４
時間以上８時間未満の場合は１日、午後５
時から午後１０時までの間を夜間取扱いと
する。
3　継続使用は原則として３日以内とする。
4　冷暖房料(催物等営利目的で使用する場
合を除く。)は、半日３１０円、1日６３０
円、夜間４２０円とし、利用者負担とす
る。ただし、農村環境改善センターの大集
会室にあっては、半日１，８９０円、1日
３，７７０円、夜間３，１４０円とする。
5　町外の諸団体及び個人が使用する場合並
びに本町の住民が音楽会演芸会等で会費若
しくは入場料を徴収する場合は、使用料の
倍額とする。
6　催物等営利目的で使用する場合は使用料
の3倍額とする。
7　催物等営利目的で使用する電気ガス使用
料は使用料の３割を加算し、冷暖房料は全
施設とも使用料の５割を加算する。
8　冠婚葬祭等で大集会室、各室、備品など
を使用する場合は、上欄の使用料にかかわ
らず７，３３０円とする。ただし、テーブ
ルクロス洗濯代は実費負担とする。

備考
１　使用時間は、午前９時から午後１０時
までとする。
２　使用時間が４時間未満の場合は半日、
４時間以上８時間未満の場合は１日、午後
５時から午後１０時までの間を夜間取扱い
とする。
３　継続使用は原則として３日以内とす
る。
４　冷暖房料（催物等営利目的で使用する
場合を除く。）は、半日５００円、1日９０
０円、夜間６００円とし、利用者負担とす
る。ただし、農村環境改善センターの大集
会室にあっては、半日２，６００円、１日
５，２００円、夜間４，４００円とする。
５　町外の諸団体及び個人が使用する場合
並びに本町の住民が音楽会演芸会等で会費
若しくは入場料を徴収する場合は、使用料
の倍額とする。
６　催物等営利目的で使用する場合は使用
料の３倍額とする。
７　催物等営利目的で使用する電気ガス使
用料は使用料の３割を加算し、冷暖房料は
全施設とも使用料の５割を加算する。
８　冠婚葬祭等で大ホール、大集会室、各
室、備品などを使用する場合は、上欄の使
用料にかかわらず１０，１００円とする。
ただし、テーブルクロス洗濯代は実費負担
とする。


